
   

　　　　　　　　 

Prepared：税理士法人 川嶋総合会計
公認会計士 税理士 山田 善紀

更新日： 2006年8月18日 適用時期： 平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

【飲食等の費用】
(飲食その他これに

類する行為のために
要する費用)

措法第61条の4③

【交際費等】
に該当する費用

いわゆる社内交際費
等(専ら当該法人の
役員若しくは従業員
またはこれらの親族
に対する接待等のた
めの支出)

一人当たり
5,000円超

5,000円以下飲食費等の損金算入について

【会議費等】
に該当する費用

【福利厚生費等】
に該当する費用

上記以外の
交際費等

「専ら」であるため、参加者の大半が社内である場合には対象にならないケースも
考えられます。なお、接待する相手方である得意先等が一人であっても、自己の従
業員等が相当数参加する必要があった場合には、社内飲食費に該当しません。
「交際費等(飲食費)に関するＱ＆Ａ」

交際費等

交際費等

一人当たり
5,000円以下

租税特別措置法施行
令第37条の5①

交際費等
から除外

下記の書類
を保存

書類を
保存しないと

「当該法人」内ではなく、親会社、子会社、関連会社の
役員、使用人との飲食は、(連結納税を適用しているグルー
プであっても)別会社であるため、要件を満たせば、基本的
には、交際費等から除くことができると考えられます。
「交際費等(飲食費)に関するＱ＆Ａ」

【書類に記載する事項】　「租法61の４④」「租税特別措置法施行規則第21条の18の２」　　　　　記載例
①飲食等のあった年月日････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・･････････････・・・・・○年○月○日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名又は名称・・・・・・○○株式会社　○○様
　 その関係・･････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・仕入先
③飲食等に参加した者の数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・････・・・・・・・・･･・・・・・・・・・・・○人
④費用の金額･･･････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・････・・・・・・・・・・・・・・・･･○○円
　 その飲食店、料理店等の名称及び所在地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○料理店　○市○区○町○番地
⑤その他参考となるべき事項
「領収書等に加え、書類の整備が必要となります。」(領収書に必要事項を加筆する方法も認められます。)

ゴルフ接待に係る飲食
代は、ゴルフ接待に含
まれる行為と考えられ
るため、支払いが別に
なっていたとしても、切
り離して判断すること
は認められないと考え
られます。
「交際費等(飲食費)に関するＱ＆Ａ」

接待の送り迎えの
タクシー代等は、
交際費には該当し
ますが、飲食その
他これに類する行
為に含める必要は
ありません。
「交際費等(飲食費)に関
するＱ＆Ａ」

「会議に関連し
て茶菓、弁当そ
の他これらに類
する飲食物を供
与するために通
常要する費用」、
すなわち、「社内
又は通常会議を
行う場所におい
て通常供与され
る昼食の程度を
超えない飲食物
等の費用」は、
従来どおり、交
際費から除外さ
れます。
「租法61の４③」「租税
特別措置法施行令第
37条の5②」

飲食店等での飲食
後、飲食物の持ち帰
りに要する「お土産
代」は、飲食等のため
の費用に含めること
ができます。
いわゆる中元・歳暮
として、飲食物の詰み
合わせ等の贈答の費
用は、原則として交際
費に該当します。「交際
費等(飲食費)に関するＱ＆Ａ」
領収書等にお土産代が明示さ
れていれば、お土産部分を贈
答品そちえ処理し、飲食部分
のみを飲食費等にすることが
できます。「税務通信No.2927」

【飲食相手の氏名の記載の要否】については、社内飲食費でないことを明らかにする必要があり、原則とし
て、相手方の名称や氏名の記載が必要となります。
また、多数参加したような場合は、「○○㈱ ○○部 ○○部長他10名」という表示であっても差し支えありません。
なお、自己の役員や従業員等の氏名等までの記載を求めているものではありません。
 「交際費等(飲食費)に関するＱ＆Ａ」

基本的に、お店１件毎に、一人当たり5,000円
以下の判断します。(1次会、2次会と別の業態
のお店に変わる場合)　ただし、同じ業態の飲食
店への移動等(Ex.居酒屋から居酒屋)で単独で
行われていると認められない場合や、実質的
に同一の飲食店等で行われた飲食等について
は、行為の全体に係る飲食費を基礎に、判定を
行うことになります。「交際費等(飲食費)に関するＱ＆Ａ」
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